
プロポーザルによる設計者選定要綱 

 

 

（趣旨・目的） 

第１条 この要綱は、建築設計業務設計者選定要綱第５条の規定に基づき、まちづくり局施

設整備部が発注する建築設計業務（以下「業務」という。）について、技術的に最適なも

のを特定するプロポーザル方式を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

 

（プロポーザル選定委員会） 

第２条 プロポーザル方式を実施するため、プロポーザル選定委員会（以下「選定委員会」

という。）を設けるものとする。 

２ 選定委員会は、関係局職員をもって構成するものとする。ただし、必要に応じて学識経

験者等を加えることができる。 

３ 前項に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、業務毎に別に定める

ものとする。 

 

（プロポーザル選定委員会事務局） 

第３条 プロポーザル方式の実施に関し、必要な事務を行うためのプロポーザル選定委員会

事務局（以下「事務局」という。）を、まちづくり局施設整備部施設計画課に置く。 

２ 事務局の運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。 

 

 （選定委員会の審議） 

第４条 選定委員会は、プロポーザル方式により受託者の特定を行うこととした業務委託に

ついて、次に掲げる事項に関する審議をしなければならない。 

 (1) 実施要領の作成 

 (2) 評価の着眼点、評価項目及びそのウエイト、評価基準、ヒアリングの有無その他採

点が同点の場合の取扱等受託者の特定に必要な事項の設定 

 (3) 公募型プロポーザル方式による場合における提案資格の決定 

 (5) その他必要と認める事項 

 

（公募型の場合の提案資格） 

第５条 選定委員会は、公募型プロポーザル方式による受託者の特定を行おうとするときは、

発注する契約ごとに次の各号に定める事項を当該業務委託に係る提案資格として定める

ものとする。 

 (1) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

 (2) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。 

 (3) 川崎市競争入札参加者選定規程（昭和５０年川崎市訓令第７号）第６条の規定に基

づく当該年度の川崎市競争入札参加資格業者 



 (4) その他実績等必要と認める事項 

 

（公募型の場合の実施の公表） 

第６条 選定委員会は、公募型プロポーザル方式を実施しようとするときは、次の各号に掲

げる事項を、ホームページへの掲載等の方法により公表するものとする。 

 (1) 業務名、業務内容及び履行期限 

 (2) 技術提案書の提案者の基準 

 (3) 技術提案内容の評価基準 

 (4) 担当部課 

 (5) プロポーザル参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法 

 (6) プロポーザル参加資格確認結果通知書の交付の期間、場所及び方法 

 (7) 技術提案書の提出の期限、場所及び方法 

 (8) 要請手続において使用する言語及び通貨 

 (9) 契約書作成の要否 

 (10) 関連情報を入手するための照会窓口 

 (11) 評価が同点となった場合の措置 

 (12) その他発注者が必要と認める事項 

２ 前項の規定に基づきホームページに公表するときは、川崎市プロポーザル方式（業務委

託）実施ガイドライン第５条第２項に規定するＣＭＳの特殊テンプレートを用いて行うこ

ととする。 

 

（公募型の場合の参加表明手続） 

第７条 公募型プロポーザル方式において技術提案書の提出を希望する者は、前条第５号に

規定する期限までに、プロポーザル参加意向申出書（第１号様式。以下｢参加意向申出書｣

という。）及び必要書類（指定された場合に限る。）を提出しなければならない。 

 

（公募型の場合の参加意向申出書の参加資格の確認等） 

第８条 選定委員会は、前条の規定に基づき参加意向申出書を提出した者（以下「意向申出

者」という。）について、第５条の規定に基づく参加資格を満たす者であることを確認す

るものとする。ただし、小規模又は簡易な施設等で参加意向申出者が少数と想定される場

合は、この限りではない。 

２ 前項の確認において、第５条第１項第３号に定めた資格について、意向申出者が参加意

向申出書を提出した時点で登録申請中である場合には、受託候補者を特定する期日までに

登録されていることを条件として、その者の提案資格を満たしているものとすることがで

きる。 

３ 選定委員会は、提案資格を満たさないことを確認した者については、提案者としてはな

らない。 

 



（公募型の場合の参加資格確認結果の通知） 

第９条 選定委員会は、参加資格を確認したときは、意向申出者に対し、当該公表において

指定する期日までに参加資格の結果をプロポーザル参加資格確認結果通知書（第２号様

式）により通知するものとする。なお、前条第１項のただし書きに該当する場合は、この

限りではない。 

２ 前項の通知を行う場合、提案者として提案資格が認められなかった者に対しては、提案

資格が認められなかった旨及びその理由を記載するものとする。 

３ 前項の通知を受けた者は、選定委員会に対し書面により、その理由についての説明を求

めることができるものとする。なお、書面は通知を受領した日の翌日から起算して１５日

以内に提出しなければならない。 

４ 選定委員会は、前項により説明を求められたときは、書面を受領した日の翌日から起算

して１５日以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。 

 

（指名型の場合の指名の通知） 

第１０条 選定委員会は、業務担当課長から建築設計業務設計者選定要綱第４条第３項の規

定に基づく審査結果の通知を受けた場合は、速やかに指名業者に対しプロポーザル参加指

名通知書（第３号様式）により、次の各号に掲げる事項を通知するものとする。 

 (1) 業務名、業務内容及び履行期限 

 (2) 技術提案内容の評価基準 

 (3) 担当部課 

 (4) 技術提案書の提出の期限、場所及び方法 

 (5) 要請手続において使用する言語及び通貨 

 (6) 契約書作成の要否 

 (7) 関連情報を入手するための照会窓口 

 (8) 評価が同点となった場合の措置 

 (9) その他発注者が必要と認める事項 

 

（技術提案書の提出要請） 

第１１条 選定委員会は、指名業者及び第８条第１項の規定に基づく確認（第８条第１項の

ただし書きに該当する場合を除く。）の結果、参加資格を満たすと確認された者（以下「有

資格提案者」という。）に対し、技術提案書（第４号様式）等の提出をプロポーザル関係

書類提出要請書（第５号様式。以下「提出要請書」という。）により要請するものとする。 

２ 有資格提案者は、第６条第７号又は前条第４号に規定する期限までに、技術提案書を記

載し、選定委員会に提出しなければならない。 

３ 第１項の規定により提案書の提出要請を受けた者は、提案書の提出を辞退する場合には、

提案書の提出期日までに辞退申出書（第６号様式）を提出するものとする。 

４ 提案要請に係る説明会は、原則として開催しない。ただし、当該業務委託の性格上、第

１項の規定により提案書の提出要請を受けた者と対面で説明を行わないと適切な提案が



行われない恐れがある場合には、一同に会さない形で、個別に説明を行うことができる。 

５ 技術提案書の作成方法等については、別に定めるところによる。 

 

（有資格提案者の特定） 

第１２条 選定委員会は、提出された技術提案書について、第４条第１項第２号によりあら

かじめ定めた評価方法により提案内容の審査及び評価を行い、業務に最も適した提案を行

った有資格提案者を特定する。 

２ 選定委員会は、技術提案書の審査及び評価を行うにあたり、必要に応じて有資格提案者

へのヒアリング等を行うことができる。 

 

（業務担当課長への通知） 

第１３条 選定委員会は、前条の特定結果について、業務担当課長に速やかに通知するもの

とする。 

 

（特定者及び非特定者への通知） 

第１４条 選定委員会は、第１２条の規定に基づく特定結果について、特定された者（以下

「特定者」という。）及び特定されなかった者（以下「非特定者」という。）に結果通知書

（第７号様式）により通知するものとする。なお、特定者の技術提案書の内容に認められ

ない事項がある場合には、その旨を併せて明記するものとする。 

２ 非特定者は、選定委員会に対して書面により、その理由についての説明を求めることが

できるものとする。なお、書面は通知を受領した日の翌日から起算して１５日以内に提出

しなければならない。 

３ 選定委員会は、前項の規定により説明を求められたときは、書面を受領した日の翌日か

ら起算して１５日以内に説明を求めた者に対し書面により回答する。 

 

（契約手続） 

第１５条 業務担当課長は、第１３条の規定に基づく通知を受けた場合は、特定者との業務

に係る契約締結の手続きに着手するものとする。 

 

（資格の喪失等） 

第１６条 選定委員会に提出された書類に虚偽の記載をしたことが判明したときは、業務に

係る提案を行うことができないものとし、すでに提出された技術提案書は無効とする。 

 (1) 第５条に規定する契約に係る提案資格を満たさないこととなったとき（第８条第２

項の規定に基づき提案資格を満たしているものとした者が、受託候補者を特定する期日

までに同項に定める条件を満たしていないときを含む。） 

 (2) 参加意向申出書及び提案書等に虚為の記載をしたとき。 

２ 前項の場合において、選定委員会は理由を付してその旨を通知しなければならない。 

 



（公募型の場合で有資格提案者が多数見込まれる場合の措置） 

第１７条 選定委員会は、有資格提案者が多数見込まれ、特定に著しい支障を生じることが

予見できるときは、あらかじめ定めた基準により事前評価を行い、基準を満たした技術提

案書をもって審査することができる。 

 

（技術提案書に関する措置） 

第１８条 技術提案書に記載された予定技術者等の内容の変更は原則として認めないもの

とする。 

２ 技術提案書の作成及び提出に要する費用は、意向提出者又は指名業者の負担とする。 

３ 提出された技術提案書は、有資格提案者に返却しないものとする。 

 

（特定結果の公表） 

第１９条 プロポーザル方式による受託者の特定結果については、ホームページに公表する

ものとする。 

 

（その他） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、プロポーザル方式の実施に関し必要な事項は、別

に定める。 

 

附則 

１ 技術提案による設計事務所選定要綱(平成４年１０月１日最終改正)は、この要綱の施行

日に廃止する。 

２ この要綱は、平成１１年１２月１４目から施行する。 

   附則 

この要綱は、平成２０年７月１８日から施行する。 

   附則 

この要綱は、平成２３年４月１４日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附則 

この要綱は、平成３０年１月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和元年５月１０日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和２年１２月２８日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和８年１月１４日から施行する。 

 


